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デイサービスセンター フィットネス  

通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業 

「第 1 号通所事業」重要事項説明書 
１．事業者 

   ・法人名       社会医療法人 昌林会 

   ・法人所在地     島根県安来市安来町８９９－１ 

   ・電話番号      （代）０８５４－２２－３４１１ 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

   ・事業所の種類    指定通所介護事業所 

指定介護予防・日常生活支援総合事業「第 1 号通所事業」 

   ・事業所名      デイサービスセンター フィットネス 

   ・介護保険事業所番号 ３２７０２００３３４ 

   ・事業開設年月日   平成 20 年 5 月 １日 

   ・所在地       島根県安来市安来町 934-2 

   ・電話番号      （0854）22－0067  ・ファックス番号（0854）22－0068 

   ・管理者名      古志野 友里 

（２）通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業「第 1 号通所事業」の目的 

    通所介護は、要介護状態、また、介護予防通所介護にあっては要支援状態と認定

された利用者（以下「利用者」という。）に対して、介護保険法令の趣旨に従って

通所介護または介護予防通所介護計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回

復と老人福祉の向上を図ることを目的とします。 

（３）運営方針     

１． 通所介護または介護予防通所介護計画に基づいて、利用者の心身の機能の維

持回復を図り、居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めます。 

２． 居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他保健医療福祉サービス

提供者及び関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的

サービスを受けることが出来るよう努めます。 

３． サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし利用者又はその家族に対して 

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 

（４）施設の職員体制 

職 種 等 人  員 備   考 

・管理者 １名  

・生活相談員 １名以上  

・看護職員 １名以上 不在時は安来第一病院看護師と連携あり 

・介護職員 5 名以上  

・機能訓練指導員 １名以上 理学療法士、看護師 

・管理栄養士 １名 非常勤１名 

（５）通所定員  

 月曜日から土曜日３５名   
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（６）営業日及び営業時間 

   毎週月曜日から土曜日とします。但し次の日は除きます。 

   12 月 30 日、12 月 31 日、1 月 1 日、1 月２日、1 月 3 日 

通常のサービス提供時間１０時から１６時１０分。 

（７）事業の実施地域 

   通常の事業の実施地域は安来市と東出雲町です。 

 

３．サービス内容 

 ①食事 ②入浴 ③送迎 ④介護 ⑤機能訓練（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ）  

⑥栄養ケアマネジメント ⑦口腔機能訓練 ⑧相談援助サービス ⑨その他 

＊ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に、利用料金をいただ

くものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

４．利用料金 

（１） 基本料金 要介護１～５の利用者（１割負担） 

① 利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異な

ります。以下は１日当たりの自己負担分です。） 

［２時間以上３時間未満］ [５時間以上６時間未満］ 

・要介護１      ２７2 円 

・要介護２      ３１１円 

・要介護３      ３５１円 

・要介護４      ３９２円 

・要介護５      ４３２円 

・要介護１      ５７０円        

・要介護２      ６７３円 

・要介護３      ７７７円 

・要介護４      ８８０円    

・要介護５      ９８４円 

 

［３時間以上４時間未満］ ［６時間以上７時間未満］ 

・要介護１      ３７０円 

・要介護２      ４２３円 

 ・要介護３      ４７９円 

・要介護４      ５３３円 

・要介護５      ５８８円 

 

・要介護１      ５８４円        

・要介護２      ６８９円 

・要介護３      ７９６円 

・要介護４      ９０１円    

・要介護５     １００８円 

 

［４時間以上５時間未満］  

・要介護１      ３８８円 

・要介護２      ４４４円 

・要介護３      ５０２円 

・要介護４      ５６０円 

・要介護５      ６１７円 

 

 

②サービス提供体制加算（Ⅱ）    １８円 

③入浴介助加算（Ⅱ）        ５５円 

※利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 

④個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ      ７６円 

         （Ⅰ）イ     5６円 

⑤栄養改善加算 1         ２００円（月２回） 

⑥口腔機能向上加算        １５０円（月２回） 
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⑦生活機能向上連携加算（Ⅱ）   １００円（月額）個別機能訓練加算算定の場合 

２００円（月額）個別機能訓練加算算定しない場合 

  ⑧口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０円（６ヶ月に１回） 

⑨口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５円（６ヶ月に１回） 

⑩科学的介護推進体制加算      ４０円（月額） 

  ⑪介護職員処遇改善加算（Ⅲ）１月当りのサービスに８．０％を乗じて得た金額とな

ります 

   

  ※送迎が行われなかった場合片道につき４７円差し引いた金額となります 

※国が定める基本料金は見直しにより上記の金額が変更されます。基本料金の変更が

あった場合はその都度お知らせいたします。なお利用者様が負担される金額は国が

定めるものとなっているため改めて書面による同意は不要とします 

 

 （２）基本料金 要支援１及び２の利用者（１割負担） 

①利用料 

・要支援１（月額）          １，７９８円 

 サービス提供体制加算（Ⅱ）           ７２円 

・要支援２（月額）          ３，６２１円 

   サービス提供体制加算（Ⅱ）       １４４円 

（ア）栄養改善加算  （月額）      ２００円 

（イ）口腔機能向上加算（月額）      １５０円 

（ウ）一体的サービス提供加算     ４８０円 (ア)(イ)の２種類実施の場合 

（エ）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０円（6 ヵ月に１回） 

（オ）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）   ５円（6 ヵ月に１回） 

（カ）生活機能向上連携加算（Ⅱ）２００円（月額） 

（キ）科学的介護推進体制加算      ４0 円（月額） 

（ク）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）１月当りのサービスに８．０％を乗じて得た金額と

なります 

 

※送迎が行われなかった場合片道につき４７円差し引いた金額となります.              

※市が定める基本料金は見直しにより上記の金額が変更されます。基本料金の変更が

あった場合はその都度お知らせいたします。なお利用者様が負担される金額は市が

定めるものとなっているため改めて書面による同意は不要とします。 

 

（３）その他の料金 

  ①食費   昼食 ６7０円 

   ＊昼食時間にサービスご利用の場合、施設の管理運営上、昼食はご用意させていた

だきます。 

＊昼食の提供予定があった日の 10：00 までにキャンセルの連絡がない場合は食事

料金をいただきますのでご了承ください。 

 

 

（４）支払い方法 

   毎月１５日までに、前月分の請求書を発行しますので、月末までにお支払いくだ 

さい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 
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５．記録 

（１）当事業所は、利用者様の通所介護サービスの提供に関する記録を作成し、その記録

を利用終了後２年間は保管します。 

（２）当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧を求めた場合には、原則として、これに応

じます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含む）に対しては、利用者の

承諾を得、その他必要と認められる場合に限りこれに応じます。 

 

６．虐待防止のための措置 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果を従業員に周知徹底を図ります。 

（３）事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための堅守を定期的に実施します。 

（４）前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

７．身体の拘束 

（１）当施設は、原則として身体の拘束は行いません。 

（２）利用者又は他の利用者の生命、または身体を保護するために緊急やむを得ない場合

は、その理由、様態、時間、利用者の心身の状況を記録します。 

 

８．秘密の保持と個人情報の保護 

（１）当事業所とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者、若しくはその家族等に 

関する秘密を、正当な理由無く第三者に漏らしません。 

（２）利用者個人の情報は、適切に保護、管理し本来の利用目的以外の利用には使用致し 

ません。但し、本来の利用目的を変更して使用する場合は、利用者及び扶養者から

予め同意を得た上で行うこととします。 

（３）適切な介護保険サービスを受けるために、利用者並びに家族等に関する必要な情報 

提供を、市町村、介護保険事業者、医療機関等に行うことがあります。又、重要事

項説明書の受領をもって利用者並びにご家族の同意をいただいたものとします。 

（４）個人情報の利用目的を別紙に定め、その取り扱いは利用終了後も同様の扱いと致し 

ます。 

 

９．要望又は苦情の申し出 

（１）利用者及び扶養者は、当事業所の提供するサービスに対しての要望又は苦情につい

て、担当者に申し出ることができます。又、備え付けの用紙や管理者宛の文書で、

所定の場所に設置してある「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 

（２）利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口（連絡先）として責任者を置きま

す。 

      ＊電話番号：０８５４－２２－００６７ 

      ＊責 任 者：管理者 古志野 友里 

（３）苦情があった場合、直ちに責任者は事情を確認し、検討会議等により即具体的な対

応をします。 

（４）苦情の内容等記録に残し、再発防止に役立てます。 

（５）普段から苦情が出ないようなサービス提供に心がけます。（教育研修の実施） 

（６）当事業所以外に、下記相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

(ア) 安来市役所 介護保険課  電話番号：０８５４－２３－３２９０ 
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(イ) 島根県国民健康保険連合会 電話番号：０８５２－２１－２８１１ 

 

１０．事故発生時の対応 

（１）サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに当該通所者の家族、市町村に

対して、連絡を行います。 

（２）事故が発生した場合の連絡方法や、具体的な手順を定め適切な処置を行います。 

（３）事故が生じた際の原因を解明し、記録に残し、検討会議等により再発の防止に取り

組みます。 

 

１１．緊急時の対応 

（１） 通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業「第 1 号通所事業」利用中に利用者

の心身の状態が急変した場合、当事業所は利用者及び扶養者が指定する者に対して

緊急に連絡します。 

（２）必要に応じ、家族の承諾を得て後に主治医に連絡をします。 

（３）緊急を要する際はただちに救急車に連絡するとともに家族に連絡します。 

 

１２．非常災害対策 

（１）消防計画を別に定めます。 

（２）防火管理者を定めます。  防火管理者  永田 公子 

（３）防災教育及び基本訓練（消火・通報・避難）を年２回行ないます。 

 

１３．賠償責任 

（１）通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業「第 1 号通所事業」の提供に伴って、

当事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利

用者に対して、損害を賠償するものとします。 

（２）利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養

者は連帯して、当事業所に対してその損害を賠償するものとします。 

 

１４．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

（１）第三者評価の実施の有無：なし 

（その他）介護サービスの情報の公表制度（厚生労働省）www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

評価機関名：島根県介護サービス情報報告システム（島根県高齢者福祉課） 

評価結果の開示状況： 

島根県介護事業所生活関連情報検索 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/32/index.php 

「事業所の概要」「事業所の詳細」「事業所の特色」「運営状況」について開示。 
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